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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年９月１１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（平成２６年７月１日 ０２時３０分ごろ以降の山形県酒田市酒

田港北方沖の漁場で操業を開始した時～０９時３０分ごろの間） 

発生場所 酒田港北方沖 

 酒田市所在の酒田灯台から真方位３４８°２,４００ｍ付近 

 （概位 北緯３８°５８.０′ 東経１３９°４８.６′） 

事故調査の経過  平成２６年７月３日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者としての船長からの意見聴取は、本人が本事故で死亡し

たため行わなかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第三観音
かんのん

丸、２.９８トン 

 ＹＭ３－３３１１（漁船登録番号）、個人所有 

 ９.１０ｍ（Lr）×２.３０ｍ×０.６５ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数７０、昭和５６年４月２５日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ８１歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免 許登録日 昭和５１年１月２２日 

  免許証交付日 平成２２年１０月４日 

         （平成２８年５月２６日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 なし 

 事故の経過  本船は、平成２６年７月１日０９時３０分ごろ、酒田港北方沖の漁

場である酒田灯台の北北西方沖において、無人で漂流しているところ

を付近で操業中の漁船の船長（以下「僚船船長」という。）に発見さ

れ、僚船船長が、無線で他の漁船に救援を呼び掛けた上、本船の周囲

を探したところ、本船付近の海中でたこつぼ漁のロープに絡まってい

る船長を発見した。 

船長は、来援した他の漁船に引き揚げられ、搬送された病院で溺水

による死亡と検案された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 西、風力 ２ 

海象：波高 約０.５ｍ未満、海面水温 約２１℃ 

 その他の事項  船長は、ふだん、本船に１人で乗り組み、たこつぼ漁に従事してお
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り、０５時～０６時ごろに出漁していた。 

 地元漁船の船長は、本事故当日の０２時３０分ごろ、本船が、酒田

港本港地区の船だまりに係留されているところを目撃した。 

船長は、発見時、救命胴衣を着用していなかった。 

僚船船長は、本事故前日に船長と会った際、仕掛けていたたこつぼ

を揚げに行くと聞いた。 

本船は、たこつぼが揚げられた形跡がなく、機関操縦レバーが中立

の位置にあり、たこつぼ漁のロープがプロペラに絡まっていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

あり 

不明 

 船長の死因は、溺水であった。 

 本船は、０２時３０分ごろ酒田港本港地区の船だまりに係留中のと

ころを目撃された後、０９時３０分ごろ、酒田港北方沖の漁場である

酒田灯台の北北西方沖において、無人で漂流しているところを発見さ

れ、プロペラにたこつぼ漁のロープが絡んでいたことから、０２時３

０分ごろ以降の酒田灯台の北北西方沖の漁場で操業を開始した時から

０９時３０分ごろの間において、たこつぼ漁の操業中、船長が落水し

たものと考えられる。 

 船長は、本船付近の海中でたこつぼ漁のロープに絡んだ状態で発見

されたこと、本船の機関操縦レバーが中立の位置にあったこと、及び

たこつぼ漁のロープが本船のプロペラに絡まっていたことから、たこ

つぼ漁の操業中、たこつぼ漁のロープが本船のプロペラに絡み、機関

操縦レバーを中立の位置にして絡んだロープをプロペラから外そうと

した際、落水した可能性があると考えられるが、その状況を明らかに

することはできなかった。 

 船長は、落水して溺水したものと考えられるが、溺水に至った状況

を明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、本船が酒田港北方沖の漁場である酒田灯台の北北西方沖

でたこつぼ漁の操業中、船長が落水したことにより発生したものと考

えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・１人乗りの漁船の船長は、漁労に従事中は救命胴衣を着用するこ

と。 

 


